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財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

議事要旨(4)IFRS財団意見募集「体制及びその有効性に関する評議員会のレビュー：レビュー

にあたっての論点」へのコメント対応 

 

関口常勤委員より、IFRS 財団意見募集「体制及びその有効性に関する評議員会のレビュ

ー：レビューにあたっての論点」へのコメントレター（案）について、審議資料に基づき説

明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 コメントレター（案）の記載内容を全般的に支持したい。その上で、質問 6「適用

及び導入の首尾一貫性」の表現について、いくつかコメントしたい。 

 コメントレター（案）では、IFRSの整合的な適用に向けた IFRS財団による対応に

関する質問に対して ASAF会議の一層の有効活用や、IASBのデュー・プロセスや適

用後レビューの改善を提案している。当該提案自体は適当と考えられる一方で、質

問に対する回答としてはやや飛躍が感じられるため、質問と回答の間を補う表現を

加えてはどうか。 

 IASBのデュー・プロセスについて、基準の草案プロセスの透明性の拡充を提案して

いるが、記述の意図が誤解なく伝わるように工夫してはどうか。 

これに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 いずれのコメントについても、IFRS財団に提出するコメントレター（案）に反映し

たい。 

 

 

以 上 


